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は じ め に

我が国では、粉じんの発生する職場で働く方々をじん肺から守るために、｢じん肺法｣､

「労働安全衛生法｣、｢粉じん障害防止規則」等が施行され、作業管理、作業環境管理に加

えて、健康管理が事業者の責任においてなされることになっています。

しかし、退職後はじん肺の健康管理を、自ら行う必要があります。

このガイドブックは、職場で粉じん作業に従事し、じん肺健康診断の結果 「じん肺の、

所見あり」というじん肺管理区分の決定（管理１を除く ）を受けた方々が退職するにあ。

たって、退職後の日常生活の参考にしていただくよう編集されたものです。

ただし、じん肺の所見を有している方々のうち、じん肺管理区分が管理４の場合、ある

いは合併症を伴う場合など療養を必要とすると判定された方々は、それぞれのかかりつけ

の医師によって、個々の病状に応じた療養生活の指示を受けていただくことになります。

したがって、この本は、じん肺健康診断でじん肺の所見が認められたが、特に療養の必

要がない方々を対象としています。この本の目的は、これらの方々が退職後に、じん肺の

進行を防ぐために、日常生活でどのような注意を行えばよいか、また 「じん肺法」に定、

められたじん肺管理区分の決定を受けるためにはどのような手続が必要かなどについて、

必要な知識を解説することであり、このような点で皆様のお役に立てれば幸いです。

なお、退職後は必要に応じてじん肺健康診断を受けるとともに、かかりつけの医師を決

めておき、日常生活で自覚症状に変化があると感じた時には自己流の対策で切り抜けよう

とせずに、早めにその医師の診察を受けていただくことをお勧めします。

また、現在、粉じん職場で働く方々についても、自己管理のために、本書を参考にして

いただければ幸いです。

平成２５年３月
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Ⅰ 日常生活での注意事項

（ポイント）

じん肺の進行を防ぎ、じん肺の合併症を予防するため、日常生活の中

での健康管理に心がけましよう。

１ 禁煙する。

２ かぜ（感冒）に注意する。

３ バランスのとれた食事をとる。

４ 規則正しい生活を心がける。

５ 適度な運動を心がける。

じん肺の所見を有している方は、じん肺の進行を防ぎ、また、じん肺の合併症を予防す

るためにも、適切な健康管理を自ら行う必要があります。ここに記載したポイントは、

日常生活で特に心がけ、実行しなければならないことです。

１ 禁煙する

あなたはタバコを吸う習慣がありますか？

じん肺の所見を有している方がタバコを吸うと、健康な人が喫煙する以上にいろいろ

な弊害が現れます。タバコを吸う習慣がある方に「禁煙しましょう」といっても、実行

の難しいことが多く、まして長年の喫煙習慣を健康のために「お止めなさい」と忠告さ

れても、なかなか実行できないかもしれません。

しかし、じん肺の所見を有している方には是非とも禁煙を守っていただかなければな

りません。じん肺そのものを治すことは難しいとしても、その進行を止め、余病の発生

を防ぎ、息切れ・呼吸困難などの症状を軽減し、少しでもこれからの生活を快適に送っ

ていただくために、この際、是非とも禁煙してください。じん肺の症状は、禁煙によっ

て改善する可能性があります。

それではなぜ、じん肺の所見を有する方が禁煙することにより、息切れ・呼吸困難な

どの症状が軽減し、余病の発生を防ぐことができるのか考えてみましょう。高齢者の場

合は、たとえ健康であっても、その肺が「歳をとって 、肺胞（参考１「肺と呼吸のし」

くみ」参照）が過度に拡がり、気管支の内面の粘膜にある細かい毛（セン毛：空気の通
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り道（気道）に入ってきたウィルス、ほこりなどの異物を外に出す役割を担っている）

が抜け落ちる傾向があります。そのため肺の奥に溜まった分泌物を外に出しにくくなり

ます。じん肺の所見を有する方の場合には、その病変のために、年齢によるこれらの変

化がさらに著しくなり、肺胞が異常に拡張して肺気腫という状態になります。また、肺

の線維化が進んで「硬く」なり、伸び縮みが十分にできなくなると（参考２「じん肺と

は」参照 、気管支の動きが悪くなって、肺の中に溜まった分泌物をますます外に排除）

することが出来にくくなります。まして、気管支炎などの炎症があると、外に出さなけ

ればならない肺の中の分泌物の量が増え､そのため､さらに気管支炎が悪化するという悪

循環に陥ってしまうことがあります。

タバコを吸うと、その煙の刺激のために、肺の中の分泌物の量がさらに増えます。そ

して、習慣的にタバコを吸う人の場合には気管支粘膜のセン毛が余計に抜け落ちて、ま

すます痰を外に出すことが難しくなります。
たん

さらに、喫煙は心臓や脳の動脈を狭くしたり、つまらせたりして、狭心症、心筋梗塞、

脳卒中などを起こす危険をもたらします。禁煙によって、これらの病気の発生の危険性

を低下させることができるといわれています。年をとってから禁煙をしても無駄だとい

う人がいますが、そのようなことはなく、禁煙の効果は十分あることが証明されていま

す。心臓病や脳卒中の予防や再発防止のためにも、禁煙が是非必要なのです。

加えて、喫煙の習慣がある人は、原発性肺がん（以下単に「肺がん」という ）や喉。

頭がんなど、様々ながんの発病の危険性が高いことがわかっています。外国人について

の多くの研究だけでなく、日本人についての調査結果でも図１に示すように、一日の喫

煙本数が多い人ほど、肺がんで死亡する人の割合が高くなっており、一日20本以上喫煙

している人では、喫煙しない人の約６倍に達しています。

非喫煙者と比べた喫煙者の肺がん死亡率
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２ かぜ（感冒）に注意する

軽いかぜ（感冒）は、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどさまざまな症状を引き起こしま

すが、こじらせると気管支炎や肺炎などに進行します。じん肺の所見を有する方は、か

ぜをこじらせて、気管支炎や肺炎を起こしやすいので、より一層注意が必要です。かぜ

をひかないように、また、かぜをひいてしまった場合には無理をしてこじらせないよう

に注意してください。

そのためには、特にかぜの流行する冬には、人ごみを避けたり、外出した場合には、

うがいをするなど、予防について心がけることが大切です。一般の方々には意外に知ら

れていないようですが、市販のかぜ薬（感冒薬）には気管・気管支の表面を覆う粘膜を

乾かすことにより、痰を減らす成分が含まれています。じん肺の所見がある方の場合に

は、痰を軟らかくして体の外に出しやすくすることが必要なのですが、かぜ薬には逆の

効果、すなわち気管・気管支内にたまった分泌物を固くし、体外に出しにくくする作用

があり、炎症を悪化させる場合があります。かぜをひいたら、安易にかぜ薬に頼らず、

かかりつけの医師に相談しましょう。また、あなたがじん肺の所見を有することを知ら

ない医師には、あなたにじん肺の所見があることを申し出て処方に工夫をしてもらって

ください。

３ 食生活に気をつける

食塩のとりすぎや、アルコールの飲みすぎは、高血圧の原因となり、心臓病や脳卒中

の原因となります。また、動物性脂肪のとりすぎは、動脈硬化の原因となり、心臓病の

原因となります。加えて、食生活の偏り、食べ過ぎなどは生活習慣病の原因となります

ので、注意してください。じん肺の所見を有する方がアルコールをとりすぎると、アル

コールの作用によって、息切れ、呼吸困難などの自覚症状が悪化したり、肺や心臓に負

担がかかったりすることがありますので、気をつけてください。

じん肺と生活習慣病とは直接関係はありませんが、じん肺によって肺の働きが悪くな

ってきますと、他の病気がないにこしたことはありません。したがって、食生活を改善

することは、じん肺にとってもよい健康管理につながります。

４ 規則正しい生活を心がける

睡眠不足や不規則な生活は万病のもとといわれています。睡眠を十分にとり、規則正

しい日常生活を送り、自分の生活のリズムを守ることが一般的な健康管理として大切で

す。何か目標を決めて運動したり、何らかの軽い仕事をすることが良いでしよう。毎日、

規則正しく日課を決めて実行することは健康の維持に望ましいことです。
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５ 適度な運動を心がける

健康を維持し、運動能力の低下を防止するためには、散歩など無理のない程度の適度

な運動を継続的に行うことが大切です。万歩計を用いて、１日にどのくらい歩いている

か記録しておくと、自分の運動量を知る目安になります。

運動不足は、呼吸を含めた体の機能を低下させてしまうので、家の中に閉じこもって

いることは、健康の維持のためにはマイナスになります。ただし、自分の運動能力を超

えた過激な運動はかえって体が必要とする酸素を不足させてしまい、特にじん肺によっ

て呼吸能力が低下している方では、心臓などに過度の負担をかけてしまうことがあるの

で注意が必要です。

したがって急に激しい運動をするのではなく、軽い運動がら始めて徐々に体を慣らし、

運動の程度を上げていくようにしてください。このとき、ある程度息切れを起こしても

心配ありません。むしろ軽い息切れを感じる位に積極的に試みましょう。

運動を始める前に脈拍数を数え、このときの脈拍数を１分間あたり10ないし20上回る

程度の運動をしてください。ただし、平常と同じ程度の運動で異常な息切れ、呼吸困難

を感じる場合（例えば普段は一気に登れる坂道・階段が息苦しくて登れない時など）は、

注意信号と考えて医師の診察を受けてください。

運動による疲労は１時間以内に回復できることを目安とし、過度の運動による疲労を

後々まで持ち越すことのないようにしてください。不必要な安静が健康に有害であると

同様に体力の限度を超えた運動もまた有害なのです。

冬の冷たい空気を肺に吸い込むと、気管支が「けいれん」を起こして狭まり、胸が痛

くなったりしますので、冬に運動する時は、マスクやマフラーで冷たい空気を直接吸わ

ないようにするのが良いでしょう。
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Ⅱ 症状の変化と健康管理

（ポイント）

１ 症状の変化に気を付けましょう：

(1) 息切れがひどくなった場合。

(2) 咳、痰が以前に比べて増えた場合や痰の色が変わった場合。
せき たん たん

(3) 痰に血液が混ざった場合。
たん

(4) 顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合。

(5) 顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合。

(6) はげしい動悸がする場合。
ど う き

(7) かぜをひいて、なかなか治らない場合。

(8) 微熱が続く場合。

(9) 高熱がでた場合。

(10) 寝床に横になると息が苦しい場合。

(11) 食欲が無くなった場合や急にやせた場合。

(12) やたらに眠い場合。

２ 痰を積極的に出しましょう：
たん

痰が、しばしば、のどにつまる場合。
たん

１ 症状の変化に気を付けましょう

日常生活で次のような症状に気が付いたり、家人や他人に注意された時には危険信号

と考えて、早めに医師に相談しましょう。普段から相談にのってもらえるかかりつけの

医師を決めておくことが大切です。

(1) 息切れがひどくなった場合

散歩をするとき、とくに坂道を登るときなどに、｢以前に比べて息切れ・呼吸困難

がひどくなった｣､「他の人と同じ早さで歩けなくなった｣､｢以前は一気に登っていた

坂道を途中で休まなければならなくなった」というような場合には、特に注意が必要

です。

(2) 咳、痰が以前に比べて増えた場合や痰の色が変わった場合
せき たん たん

平常に比べて咳や痰が増えた場合には、気管支炎・肺炎など呼吸器に炎症が起こっ
せき たん

た可能性が考えられます。
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また、痰に色がついて、黄色になったり、緑色がかったりしたような場合には、特
たん

に、肺や気管支に感染が起こった可能性があります。こうした症状の変化の記録を残

しておくと、治療にあたる医師に参考となります。痰がどのくらい出たのか、また、
たん

色や粘り（塊りになったり、あるいは、切れにくい、糸を引くなど）がどうだったか
かたま

を記録しておくと治療が必要になった時に役に立ちます。

(3) 痰に血液が混ざった場合
たん

肺・気管支が何らかの原因で部分的に破壊されたり、あるいは、もともと気管支拡

張がある場合には、そこから出血する場合があります。何でもない原因で出血するこ

ともありますが、最悪の場合にはがんの兆候である場合もあり得ますので、痰に血液
たん

が混ざった場合には気を付けましょう。どんな色の血液が痰に混ざっていたか、赤い
たん

血であったか、あるいはチョコレートのような茶色をしていたか、そしてどれくらい

出たか、何回出たかを注意して覚えておいてかかりつけの医師に詳しく説明してくだ

さい。

(4) 顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合

家人・友人に顔色が悪いと注意された場合には鏡を見て、顔色が青いのか、唇の色

が悪いのかを確かめておいてください。顔色や唇の色や爪の色が紫色に見える場合に

は、血液に含まれる酸素の量が異常に少ないことが原因となっている場合があります

ので、注意してください （このような状態を「チアノーゼ」といいます ）。 。

(5) 顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合

顔がつっぱったように感じたり、あるいは、まぶたがはれぼったく感じる場合や、

鏡を見て顔がはれていたり、手足がむくんでいることに気が付く場合など、いろいろ

な場合がありますが、これらの症状は「むくみ」があるためにおこっていることがあ

り、その原因は心臓が悪い場合、腎臓が悪い場合、あるいは肺が悪い場合などいろい

ろです。このような時には、医師の診察を受けましょう。

さらに、普通に生活しているのに体重が急に１kg、２kgと増えた場合にも、体に

「むくみ」がきた可能性があります。この場合にも医師の診察を受けてください。な

お、日頃から体重をはかる習慣を身につけましょう。

(6) はげしい動悸がする場合
ど う き

仕事をしていたり、散歩をしていたり、あるいは、寝床の中で静かにしている時に

動悸を感じることがあります。このような症状は、じん肺そのもののためでなく、心
ど う き
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臓に問題がある場合もありますので、医師の診察によって原因を確かめることが必要

です。

(7) かぜをひいて、なかなか治らない場合

このような場合には、単なるかぜではなく、気管支炎を起こしていることがありま

す。是非気を付けて頂きたいこととして、前にも触れましたが、一般にかぜ薬として

売られている薬に頼りすぎないことが大切です。こうした薬の中には、痰を固める作
たん

用を持つものが少なくありません。気管支炎の場合、中でも特にじん肺の所見を有す

る方が気管支炎を起こした場合には、痰を軟らかくして、体の外に出し易くする必要
たん

があります。このため、薬で痰を硬くすることは逆効果をもたらすことがあるのです。
たん

自己流の治療を続けることは危険な場合がありますので、かかりつけの医師によく相

談してください。

(8) 微熱が続く場合

はじめはかぜと思ったが、その後一向によくならず、何時までも微熱が続くような

場合には、いろいろな原因で呼吸器に感染を起こしてしまったり、他の病気が存在す

る可能性が考えられます。医師の診察を受けて、原因を確かめてもらいましょう。

(9) 高熱がでた場合

何らかの感染を受けた可能性が高いと考えられます。感染の原因にはいろいろあり

ますので検査を受けることが必要でしよう。市販薬に頼らず、かかりつけの医師の診

察を受けてください。

(10) 寝床に横になると息が苦しい場合

すわっているときより、横になったときに息が苦しいというのは、じん肺の所見を

有する方の場合には気を付けなければなりません。肺に水が溜まっている兆しである

かもしれません。あるいは、肺炎の兆候である場合もありますので注意してください。

(11) 食欲がなくなった場合や急にやせた場合

体調に異常がある証拠です。原因は色々です。自己診断をしないで医師に相談しま

しょう。

(12) やたらに眠い場合
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昼間、仕事をしている時や、読書をしたり、家人と話をしている時に、居眠りをす

るなど、やたらに眠い場合には、注意が必要です。この場合も原因は色々ですが、肺

炎などのために血液に含まれる酸素が異常に減少していたり、あるいは血液中に二酸

化炭素が貯まっている場合がありますので、このような症状が認められた時には、医

師の診察を受けてください。

まとめ

以上、日常生活のうちでじん肺の所見を有する方が気をつけておくべき症状を挙げて、

簡単な説明を加えました。こうした症状には、日頃何でもないと思うようなことが多い

こと、そして、意外に難しい原因によって起こっている可能性があることを理解してい

ただけたと思います。これらの症状のすべてが「悪い兆候」ではありませんが、注意信

号であることを、覚えておいてください。これらの症状がみられたらかかりつけの医師

によく相談するように心がけてください。

健康状態に異常が認められて医師の診察を受けるにあたっては、自分が「じん肺の所

見を有しており、じん肺管理区分がどの程度であるか」などについて、ありのままを医

師に話して相談してください。過去の健康診断の結果、胸部エックス線写真などが手元

にある場合には医師に提出して参考にしてもらってください。また、過去に治療を受け

たことがある場合には、それらについても説明してください。これにより無駄な検査の

手間を省き、医師が的確に判断することが出来るようになります。日頃からかかりつけ

の医師を決めて、健康についての相談をするよう心がけてください。
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２ 痰を積極的に出しましょう
たん

痰が、よく、のどにつまる場合
たん

じん肺と痰とは、大変密接な関係にあります。じん肺の所見を有する方は、痰を出すよ
たん たん

うに心がけましょう。

痰は、特に呼吸器の病気がある場合には、気管・気管支・細気管支など空気の通り道
たん

をきれいにするために作られますが、その作られた粘液（これが体外に排出されると

「痰」になるわけですが、話を混乱させないために、まだ体外に出されない粘液もここ
たん

では「痰」と呼ばせてもらいます ）が吐き出されないで溜まりますと、それが「ばい。
たん

菌」を増やす土台になってしまうとともに、痰が空気の通り道を狭くして呼吸困難をひ
たん

どくする場合があります。空気の通り道にある痰は本来透明な液体なのですが、ばい菌
たん

などの感染があると膿のようになります。また、それが固まると気管支・細気管支を塞
うみ

いでしまうことさえあります。

気管・気管支の中の痰を吐き出し易くするためには、まず、適度に湿り気を与えるこ
たん

とが必要です。部屋の中の空気に湿り気を与えること、特に寒い季節に暖房を使ってい

る場合には、空気が乾かないような工夫をして下さい。ストーブなど暖房器具の上に洗

面器などに水を入れたものを置いて湯気をたてることが有効です。運動をすること、腹

式呼吸をすること、大きな声をだすことなども痰を体外に出すことに役に立ちます。
たん

寝床に腹ばいになって枕を腹に抱えて、頭を低くして腹を高くすると、体内の痰が外
たん

に出やすくなります（体位性排出 。この時誰かに手を貸してもらい、片手の手のひら）

を体の表面に密着させ、反対の手でげんこつをつくり、そのげんこつの腹で胸に密着さ

せた手の背を軽く叩くと痰が出やすくなります。
たん

以上は自分で、又、自宅でできる簡単な方法ですので、是非実行を心掛けてください。
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すでに述べたことですが、市販のかぜ薬の多くは体内の痰を固める作用を持っていま
たん

す。ここで述べた｢痰を出す」ということとは全く逆の作用を持ちますので濫用すると
たん

のないように気を付けましよう。

また、喫煙は気管支・細気管支の中で痰を作る量を増やしますので、じん肺の所見を
たん

有する方は禁煙するようにしましょう。
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(参考１) 肺と呼吸のしくみ

わたしたちは、息（呼吸）をすることによって肺に新鮮な空気を取り入れ、生きています。鼻や口から吸

いこまれた空気は、のど（咽頭）を通り、食べ物が通る食道と分かれて肺へ通じる気管という管を通り胸に

入ります。この気管は、左右の気管支に分かれ左右の肺へとつながっています。気管支は、木の枝と同じよ

うに何回もの枝分かれを繰り返して、最後には太さ0.5ミリメートルくらいの細い管（細気管支）になりま

す。この管の末端が肺胞（はいほう）という数億個の小さな袋になって肺を作っています。この多数の肺胞

の表面積は、足し合わせると全体でおよそテニスコート程の広さにまでなります。吸いこまれた空気はこれ

らの肺胞に到達します。

肺胞は、肺毛細血管（はいもうさいけっか

ん）という細い血管によって網の目のように

取り囲まれています。心臓の右半分から肺に

送りこまれた血液は、この肺胞の周りの広い

面積をめぐらせた肺毛細血管を通る間に、空

気中に含まれる酸素を血液に取り込み、血液

中の二酸化炭素を空気中に放出して「ガス交

換」を行います。心臓は、体に血液を送り出

すポンプの役割をしていますが、大きく左右

の２つの部屋、すなわち右心と左心に分かれ

ており、右心には酸素を使った後の二酸化炭

素を多く含んだ血液が体の各部分から送り返

されます（静脈血 。肺で酸素を取り入れた）

血液（動脈血）は、心臓の左半分（左心）に

戻り、ここから全身に送られて体の細胞や組

織に酸素をわたすしくみになっています。細

胞や組織は、この酸素を使って栄養物をエネ

ルギーに変えています。例えば、肺の働きが

著しく悪くなった場合には、この肺での血液

に酸素を取り込み、二酸化炭素を放出するガ

ス交換がうまくゆかず、動脈血の中の酸素が

不足し、二酸化炭素が増えることになりま

す。動脈血に酸素が著しく不足すると、前に

述べたチアノーゼを呈することになります。

次に、肺が空気を吸いこむ「呼吸」の仕組

みについて説明しましょう。空気を吸いこむ

仕組みは、肺自身の力で空気を吸いこむので

はなく、胸、背中、腹の筋肉と横隔膜（これ

循環の流れ

肺 胞
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も筋肉の一種）の動きが肺の周りの壁（胸かくという）を押しひろげ、そのために肺がふくらみ、空気が吸

いこまれます。

一方、空気をはき出すのには、平常の呼吸では主として肺自身の弾力性によって、ゴム風船が縮むときと

同じように肺が縮み、空気がはき出されます。空気の通り道（気道）のどこかに痰がたまったり、あるいは
たん

喘息のように気管支がけいれんを起こして細くなると、空気をはき出しにくくなり、呼吸困難（息苦しさ）

が起こります。



－15－

(参考２) じん肺とは

主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の粉じんの発生する環境で仕事をしている

方が、その粉じんを長い年月にわたって多量に肺に吸い込み、この粉じんに対して肺が反応し、変化を起こ

した病気をじん肺といいます。

じん肺は、線維増殖（線維という体を支持する組織が増加する変化）を主とする変化が肺に生じますが、

その程度にはさまざまな段階があります。

じん肺の代表であるけい肺（土や石の成分である珪酸（けいさん）によっておこるじん肺）について説明

しましょう。

肺全体を機械にたとえますと、呼吸に関係のある肺胞、気管支、血管などの組織が、部品の一つ一つに相

当し、それらをつなぎ合わせ、くずれないようにする接着剤にあたるものが、線維素を主成分とする支持組

織です。

粉じんが、肺の奥深く吸いこまれて沈着すると、異物である粉じんを取り囲んで、それを取り除こうとす

る反応（炎症）が起こり、その反応が激しいと肺の組織が傷つきます。傷つけられた組織を修復するために、

肺の中に線維組織が増えてきます。線維組織が増え過ぎますと肺胞、細気管支、血管などがこわされてしま

います。けい肺には、細気管支や血管の周りに線維組織が増えやすいという特徴があり、この結果、細気管

支が押しつぶされたり、曲げられたり、引っ張られたり、こわされたりして、空気の出入りが妨げられるよ

うになります。この場合、空気をはき出すのが難しくなる気道系の障害（呼出障害または気道閉塞という）

が現れてきます。症状としては、咳や痰、ぜんめい（喘鳴、のどがぜいぜいする）等が現れます。
せき たん

粉じんによって肺に線維性組織が異常に増えると肺は本来の弾力性を失って硬くなり、言い換えれば縮ん

だり伸びたりしにくくなります。前にも述べましたように、肺は膨らんだゴム風船が縮むのと同じように、

肺のもつ弾力性（縮みやすさ）によって縮むのですが、肺が硬く、さらに気管支にも障害がありますと、肺

の奥から空気をはき出すことが難しくなります。一方では細気管支、肺胞などの境の壁がこわされ、空気の

出入りが少ない肺気腫といわれる状態になります。肺胞と毛細血管との間のガス交換も、このような肺気腫

が存在したり、線維の増加により肺胞と血管との間に壁ができるなどのため円滑に進まなくなります。この

ような状態が進んできますと肺からの酸素の取り入れや二酸化炭素の放出が不十分となり、血液中の酸素が

不足して息苦しさ（呼吸困難）が起こることになります。

ただし、人間の肺には相当の余力がありますので、じん肺の所見を有する場合であっても、必ずしも呼吸

困難を引き起こすわけではありません。しかしながら、現在の医学では、じん肺で変化の起きた肺をもとに

もどす有効な治療法はないため、これ以上肺の変化が進まないようにすることと肺の機能を維持・回復する

ことが大切です。

粉じん作業を離れた後でも、過去の粉じんばく露の程度が強いと更に進行する場合があります。

一般的にじん肺の進み方は、肺の中にたまる粉じんの種類と量によって、大きな影響を受けると考えられ

ています。

粉じんの種類について言えば、珪酸（土や石の成分）などの線維増殖を強く起こすものは、一般にじん肺

が進みやすく、その速さも速いと考えられています。

粉じんの量について言えばもちろん大量であるほど強く進行します。
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けい肺のように、線維増殖を強く起こす性質のじん肺でも、肺の中の粉じんの量がごく少量であれば、じ

ん肺は進みません。一方、活性炭肺のように線維増殖性が弱い粉じんでも、肺の中に大量に粉じんがたまり

ますとじん肺が進む可能性があります。

一般には、エックス線写真でじん肺の変化が軽ければ、症状や肺機能の障害はごく軽いかまたは全く認め

られず、じん肺が進んでくるとエックス線写真でのじん肺の変化も強くなり、症状や肺機能の障害も重い方

に向かうことになります。従って、じん肺では、吸入した粉じんの種類と量、粉じん作業の従事期間、エッ

クス線写真の変化、症状、肺機能障害の程度を知ることが、診断の上でも、治療の上でも重視されるので

す。

じん肺の所見を有する方は、じん肺の進行に伴い、さまざまな疾病を合併して発症することがあります。

じん肺と特に関係の深い合併症として、法令で認められているのは肺結核、結核性胸膜炎、続発性気管支炎、

続発性気管支拡張症、続発性気胸および原発性肺がんの６つの疾病です （この６つの疾病については、資。

料４をご覧ください ）。
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Ⅲ じん肺健康診断とじん肺管理区分、健康管理手帳

（ポイント）

１．じん肺の健康管理のために、じん肺法に基づくじん肺健康診断があります。

２．このじん肺健康診断の結果に基づき、じん肺管理区分が決定されます。

３．粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は事業者によりじん肺健康診断が

実施されます。

４．離職後は、本人自らじん肺についての健康診断を受け、じん肺管理区分の決定申

請をすることができます （随時申請）。

５．じん肺管理区分が管理２である方が離職される場合、若しくは離職している場合

は、都道府県労働局に申請すれば健康管理手帳が交付され、肺がんに関する検査を

無償で受けることができます。

６．じん肺管理区分が管理３（イ又はロ）である方が離職される場合、若しくは離職

している場合は、都道府県労働局に申請すれば健康管理手帳が交付され、じん肺健

康診断を無償で受けることができます。

７．離職後に随時申請でじん肺管理区分が管理２又は管理３(イ又はロ）となった方

も健康管理手帳の交付を受けられます。

、粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、定期的にじん肺健康診断が行われ

じん肺管理区分の決定に関する手続きも事業者が行いますが、退職後は本人自ら自己の

じん肺の状態を把握していく必要があります。

こうした点を踏まえ、粉じん作業に従事したことのある方は、体調に変化があったと

きなど、いつでも、じん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分の決定申請を行うことが

できることになっています。これを随時申請といいます。

なお、じん肺健康診断の内容とじん肺管理区分の関係については資料２、資料３をご

覧ください。

＜じん肺管理区分について＞

じん肺の管理区分は、管理１、管理２、管理３イ、管理３ロおよび管理４の５段階に

分かれています。管理１は、じん肺の所見がないという区分ですが、管理２以上は、じ

ん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行して

いることになります。
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また、管理２以上の所見を有する方のじん肺の管理区分は、かかりつけの病院等の医

師が判断するのではなく、エックス線写真とじん肺健康診断結果証明書等を住所地の都

道府県労働局長に提出し、都道府県労働局において、地方じん肺診査医による審査を行

って、都道府県労働局長により管理区分が決定されることになっています （管理区分の。

申請について不明の点は、都道府県労働局労働基準部健康課又は健康安全課へお問い合

わせください。また、必要な書類が整っていれば管理区分の決定申請は、郵送でも構いませ

ん｡)

これらのことを図にして整理したのが （参考３）じん肺法のあらましのところにある、

図３です。

管理４と決定された場合には、療養をすることになっており、最寄りの労働基準監督

署で所定の手続をとれば、労災保険（後述）により、必要な休業中の補償や治療費の給

付が行われます。また、管理２、管理３イおよび管理３ロと決定された場合でも、肺結

核や続発性気管支炎などの合併症にかかり療養が必要であると認められた場合には、同

様の補償などが行われます。なお、都道府県労働局長のじん肺管理区分決定に不服があ

。る方は、厚生労働大臣に対して、不服審査請求を行うことが出来ることになっています

＜健康管理手帳について＞

じん肺管理区分が管理２又は管理３（イ又はロ）の決定を受けている離職予定の方、

じん肺管理区分が管理２又は管理３（イ又はロ）の決定を受けて既に離職している方、

離職した後に随時申請でじん肺管理区分が管理２又は管理３（イ又はロ）の決定を受け

た方には、労働安全衛生法に基づく「健康管理手帳」が交付され、都道府県労働局と委

託契約を結んでいる医療機関で、無料で定期的に年１回管理２の方は肺がんに関する検

査を、管理３（イ又はロ）の方はじん肺健康診断を受けることができるようになってい

ます。

健康管理手帳の交付は、本人が都道府県労働局長に対して申請するようになっていま

す。退職後の健康管理に役立ちますから、該当する方はぜひ申請して健康管理手帳の交

付を受けてください。

＜じん肺管理区分決定の申請手続（随時申請）＞

１ 提出書類等

、じん肺管理区分決定の随時申請に必要な書類等は次の３つです。申請に必要な書類は

この冊子や様式集に載っている様式をコピーしてご使用ください。
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① じん肺管理区分決定申請書様式第６号（じん肺法施行規則第20条関係）＜46ページ

＞（記入例＜47ぺージ＞。なお、様式第６号の「事業の種類」の記入に当たっては、＜

48ページ＞の日本標準産業分類の表中の「中分類」から選択して記入してください ）。

② 胸部エックス線写真（医療機関から借りて提出してください ）。

③ じん肺健康診断結果証明書様式第３号（じん肺法施行規則第20条関係）＜43ページ

＞

(この他、参考となる資料を添付することもできます ）。

このうち、①の申請書には、過去の一番近い時点で、粉じん作業についていた事業場

の事業者に、粉じん作業に常時従事していた証明をしてもらう必要があります。しかし、

たまたまその事業所がなくなってしまっているときには、一緒に働いた同僚などによっ

て、以前にその事業場で粉じん作業に従業していたという証明をしてもらい、その証明

になる書類を添える必要があります。

また、じん肺の健康管理手帳の交付を受けている方または以前にじん肺管理区分の決

定を受けたことのある方は、この証明を省略することもできます。

２ 申請先

・住所地を管轄する都道府県労働局労働基準部の健康課又は健康安全課

じん肺管理区分決定の申請について不明の点は、都道府県労働局労働基準部の健康課

又は健康安全課にお問い合せください。

＜健康管理手帳の申請手続＞

１ 提出書類等

① 健康管理手帳交付申請書様式第７号（労働安全衛生規則第53条関係）＜49ページ＞

② じん肺管理区分が、管理２又は管理３（イ又はロ）と決定された決定通知書(様式

第４号又は様式第５号)（じん肺法施行規則第16条又は第17条関係）＜44、45ページ

＞の写し

２ 申請先

・粉じん作業に従事していた事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働基準部の健

康課又は健康安全課（なお、離職後には住所地を管轄する都道府県労働局労働基準部の

健康課又は健康安全課）

健康管理手帳で健康診断を受けることのできる医療機関や、受けることのできる時期

などは、健康管理手帳の交付後に通知されます。

健康管理手帳の交付申請について不明の点は、都道府県労働局労働基準部の健康課又

は健康安全課にお問い合せください。
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(参考３) じん肺法のあらまし

じん肺法は、じん肺に関する健康管理のための法律で、じん肺健康診断、じん肺管理区分およびじん肺管

理区分に応じて事業者のとるべき措置等が規定されています。その概要は次のとおりです。

(1) じん肺健康診断

事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者に対してじん肺健康診断を実施しなければなりません。定

期に行われるじん肺健康診断は、じん肺の所見のない場合は３年に１回、じん肺の所見のある場合は１年

に１回の頻度となっています （表）。

（表）じん肺の定期健康診断

粉じん作業従事との関連 じん肺管理区分 頻 度

１ ３年以内ごとに１回
常時粉じん作業に従事

２・３(イ､ロ) １年以内ごとに１回

２ ３年以内ごとに１回常時粉じん作業に従事したことがあり、

３(イ､ロ) 1年以内ごとに１回現在は非粉じん作業に従事

(2) じん肺管理区分の決定

事業者は、じん肺健康診断を行った結果、じん肺の所見のある労働者について、エックス線写真とじん

肺健康診断結果証明書を都道府県労働局に提出することになっています。都道府県労働局においては、地

方じん肺診査医により審査が行われ、その労働者についてのじん肺管理区分が決定され、事業者に通知さ

れます。(図３)
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(3) 事業者のとるべき措置

使用する労働者のじん肺管理区分の決定通知を受けた事業者は、じん肺管理区分を労働者に通知しなけ

ればなりません。

また、管理２および管理３イと決定された労働者については、就業場所を変更したり、粉じん作業に従

事する時間を短縮するなど粉じんにさらされる度合いを減らすように努力しなければなりません。

さらに、都道府県労働局長は、管理３イと決定された場合は、事業者に対して、常時粉じん作業に従事

する労働者を、粉じん作業以外の作業に転換させるように作業転換の勧奨ができることになっています。

管理３ロと決定された場合は、都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、事業者に対して

粉じん作業以外の作業に転換するよう、作業転換の指示ができることになっています。

これらのことを図にして整理したのが、図４です。
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Ⅳ じん肺と労災補償

(ポイント)

じん肺によって療養が必要になると、次の労災保険給付などの給付を受け

ることができます。

１ 療養補償給付

２ 休業補償給付

３ 障害補償給付

４ 傷病補償年金

５ 介護補償給付

６ そ の 他

遺族補償給付

葬 祭 料

じん肺が進行し療養等が必要になれば、労働者災害補償保険法に基づき療養補償給付、

休業補償給付など、必要な保険給付が支給されます。ここでは、どのような労災保険の

給付をどのような手続で受けられるかについて紹介します。

１ 労災保険給付の内容

(1) 療養補償給付

じん肺が進行して療養を必要とするようになった場合には、病院や診療所にかかる

ことになります。この時の治療費や入院費などの費用については、労災保険から支払

われます。これを「療養補償給付」といいます。療養補償給付には労災病院又は労災

指定医療機関において無料で治療を受けられる現物給付としての「療養の給付」と、

労災病院及び労災指定医療機関以外の病院等で療養を受けた場合に、療養にかかった

費用を支給する「療養の費用の支給」の２種類があります。

この療養補償給付の対象者は、じん肺管理区分が管理４と決定された人又はじん肺

管理区分が管理２もしくは管理３（イ又はロ）と決定された人でじん肺法施行規則で

定める合併症（肺結核等）を併発した人です。

(2) 休業補償給付

じん肺が進行し療養しなければならなくなり、療養している間は働くことができな
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い場合に、この療養のために休業した期間の賃金を補償するのが休業補償給付です。

休業補償給付は、休業開始後４日目から給付基礎日額の８割（特別支給金を含む ）。

が休業の日数に応じて支給されます （休業最初の３日間については、事業主が労働。

基準法第76条に規定する休業補償を行います ）。

療養補償給付以外の労災保険給付の算出の基礎となる給付基礎日額は、原則として

労働基準法に規定する平均賃金相当額です。この平均賃金とは、原則として、業務上

の事由による傷病等の原因となった事故が発生した日又は診断によって疾病にかかっ

たことが確定した日（賃金締切日が定められているときは、直前の賃金締切日）以前

３か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総暦日数で割っ

た額、つまり１生活日当たりの賃金のことです。

なお、じん肺については、管理区分の決定を受けると、症状が進行しないように粉

じん作業以外の作業への転換が行われますが、作業転換後に療養を必要とするように

なった場合は、賃金が低くなる場合があります。そのような場合は、作業転換した日

の直前３か月間の賃金により給付基礎日額を算定します。

(3) 障害補償給付

病気や「けが」が治ったときにも、身体に障害が残る場合に、その障害の程度に応

じて保険給付が行われます。これを障害補償給付といいます。この障害補償給付の対

象となる障害は、障害等級表に定められ、障害等級第１級から第７級までが障害補償

年金、第８級から第14級までが障害補償一時金となっ

ており、支給額は次の表に掲げるとおりとなっています。

障害等級 第１級 給付基礎日額の313日分

〃 第２級 〃 277日分

〃 第３級 〃 245日分

障害補償年金 〃 第４級 〃 213日分

〃 第５級 〃 184日分

〃 第６級 〃 156日分

〃 第７級 〃 131日分

障害等級 第８級 給付基礎日額の503日分

〃 第９級 〃 391日分

〃 第10級 〃 302日分

障害補償一時金 〃 第11級 〃 223日分

〃 第12級 〃 156日分

〃 第13級 〃 101日分

〃 第14級 〃 56日分
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(4) 傷病補償年金

傷病補償年金は、じん肺等の業務上の傷病にかかっている人が、療養を開始して１

年６か月を経過しても当該傷病が治ゆせず、かつ当該傷病による障害の程度が傷病等

級に該当する場合に支給されるものです。

傷病補償年金の額は、傷病の状態に応じて支給されます。第１級は給付基礎日額の

313日分、第２級は給付基礎日額の277日分、第３級は給付基礎日額の245日分となっ

ています。なお、傷病補償年金が支給される人には、休業補償給付は支給されません

が、療養補償給付は、引き続いて病気が治るまで支給されます。

(5) 介護補償給付

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金の第１級又は第２級（精神・神経

障害及び胸腹部臓器障害の者に限る｡)で、常時又は随時介護を必要とする人に対して

支給されるものです。

介護費用として支出した額の実費が限度額まで支給されますが、親族又は友人・知

人により介護を受けている場合であって、介護費用を支出していないとき及び介護費

用として支出した額が一律定額を下回るときは、一律定額が支給されます。

(6) その他

業務が原因で亡くなった場合、これらのほかに、遺族補償給付、葬祭料が支給され

ます。

２ 労災保険の請求手続

労災保険の請求手続は、以下のとおりです。なお、労災補償の請求様式につきまして

は、厚生労働省ホームページからダウンロードし印刷して下さい。正しく印刷できない

場合や、このホームページに掲載されていない請求書等につきましてはお近くの労働基

準監督署で入手して下さい。

(1) 療養補償給付請求の手続

労災病院または労災指定医療機関で療養を受けようとする場合は 「療養補償給付、

たる療養の給付請求書｣（様式第５号）に必要な事項を記入し、療養を受けようとす

る病院を経由して、常時粉じん作業に従事した最終の事業場（以下「最終事業場」と

いいます｡）を管轄する労働基準監督署長へ提出することが必要です。

労災病院及び労災指定医療機関以外の病院で療養を受けてその費用を請求しようと
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する場合は、｢療養補償給付たる療養の費用請求書｣（様式第７号）に必要な事項を記

入し、最終事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出することが必要です。なお、指

定薬局以外で薬剤を購入した場合や、指定訪問看護事業者以外から訪問看護を受けた

場合等については、このほかにも請求書がありますので注意してください。

(2) 休業補償給付請求の手続

休業補償給付を受けるためには 「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給、

申請書｣(様式第８号）に必要な事項を記入し、事業主及び主治医の証明を受けて、最

終事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出することが必要です。

また、休業特別支給金については、原則として、休業補償給付の請求と同時に行う

こととなっており、様式も休業補償給付支給請求書と同じもので行います。

(3) 障害補償給付請求の手続

障害補償給付を受けるためには､「障害補償給付支給請求書・障害特別支給金支給

申請書・障害特別年金支給申請書・障害特別一時金支給申請書」(様式第10号）に必

要な事項を記入し、最終事業場を管轄する労働基準監督署長へ提出することが必要で

す。

(4) 傷病補償年金請求の手続

傷病補償年金の支給は、国が職権で決定しますので、他の保険給付と違い請求の手

続を行う必要はありませんが、労働基準監督署長から求められた場合には､「傷病の

状態等に関する届書」に医師の診断書等を添えて、最終事業場を管轄する労働基準監

督署長へ提出することとなります。

(5) 介護補償給付請求の手続

介護補償給付を受けるためには「介護補償給付支給申請書・介護給付支給申請書」

(様式第16号の２の２）に必要な事項を記入し、最終事業場を管轄する労働基準監督

署長へ提出することとなります。

３ 長期家族介護者援護金

一定の障害により障害等級第1級の障害補償年金または傷病等級第1級の傷病補償年金

を10年以上受給していた方が、業務外の原因で死亡した場合、一定の要件を満たすご遺

族の方に、長期家族介護者援護金を支給します 「長期家族介護者援護金支給申請書」に。
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必要な書類を添えて、労働基準監督署長へ提出することとなります。

なお、労災保険給付について、不明な点がありましたら、都道府県労働局又は最寄り

の労働基準監督署にお問い合せください。
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Ⅴ 粉じん職場へ再就職される場合

じん肺については、まず第一に肺の中の粉じんの量をできるだけ少量に抑えることが、

じん肺の進行を防ぐ上でもっとも大切なことです。

したがって、粉じん職場を離職された後に、再び粉じん職場に就く場合で、防じんマ

スクを必要とする職場では、作業中片時も防じんマスクを手放さないことが大切です。

また、作業環境や作業方法についても、粉じんがなるべく発生しないように、或いは粉

じんを吸い込まないようにするための注意が必要です。

(ポイント)

じん肺の進行を防ぐためには、吸い込む粉じんの量を最小にすることが重

要です。
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資料１

＜随時申請の流れ及び手続等一覧＞

(1) じん肺管理区分決定申請（随時申請）の流れ

粉じん作業従事労働者（過去に従事していた者を含む ）。

↓

じん肺健康診断受診（医療機関：病院、診療所、健診機関等）

・健診結果は、診察した医師により、じん肺健康診断結果証明書

(様式第３号）に記載してもらうこと

・粉じん作業についての職歴調査

・エックス線写真撮影（直接撮影、胸部全域）

・胸部臨床検査、肺機能検査（胸部エックス線写真でじん肺の所見

が無い者、胸部エックス線写真の像がＰＲ （Ｃ）及び合併症の４

ある者を除く ）。

↓

申請に必要な書類等の作成

・じん肺管理区分決定申請書（じん肺法施行規則様式第６号）

・じん肺健康診断結果証明書（じん肺法施行規則様式第３号）

・エックス線写真

↓

住所地の都道府県労働局へ申請書類を提出

(郵送でも受付けます。ただし、申請書類の内容が整っていない

場合には、必要箇所を作成し直して、再提出していただく場合があ

ります。あらかじめ、都道府県労働局によく相談して提出してくだ

さい｡）

↓

管理区分決定通知（都道府県労働局長から）

↓

都道府県労働局の決定に対して不服がある場合

・厚生労働大臣に対して不服審査請求を行うことができます。

※）療養が必要な場合は、労働基準監督署に労災保険の給付申請を行います。
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(2) じん肺管理区分決定申請及び健康管理手帳交付申請の手続等一覧

じん肺管理区分決定申請、健康管理手帳交付申請及び労災保険の請求について、申請を行うことが出

来る対象者、手続を行う窓口、必要とされる提出書類の概要については、下表のとおりです。

なお、申請に当たっては、下表の「手続の窓口」に対し、必要とされる書類、提出書類（様式）の入

手方法、書類の記入方法等について事前に相談されることをお勧めします。

申 請 対 象 者 手続の窓口 提 出 書 類

粉じん作業に従事 所轄の都道府県労働局 １ じん肺管理区分決定申請書

(じん肺法施行規則様式第６号)した又は従事して 労働基準部の労働衛生

いる者 課又は健康安全課 ２ エックス線写真

３ じん肺健康診断結果証明書

(じん肺法施行規則様式第３号)

じん肺管理区分決 １ 審査請求書

定通知を受け、そ ２ 当該決定に係るエックス線写真

の決定内容に不服 ３ じん肺健康診断結果証明書

のある者 ４ 再検査命令で提出した物件

じん肺管理区分が １ 健康管理手帳交付申請書

管理２又は管理３ (労働安全衛生規則様式第７号)

（イ又はロ）の者 ２ じん肺管理区分決定通知書（管理２又は

管理３（イ又はロ)）の写し

じん肺管理区分が 当該対象者が常時粉じ １ 療養補償給付

管理４又は管理２､ ん作業に従事した最終 (1) 療養補償給付たる療養の給付請求書

(様式第５号）の事業場を管轄する労管理３イ及び管理

働基準監督署 (2) 療養補償給付たる療養の費用請求書３ロで合併症にか
(様式第７号(1)）

かっている者

２ 休業補償給付

休業補償給付支給請求書（様式第８号）

３ 障害補償給付

障害補償給付支給請求書（様式第10号）

４ 傷病補償年金

５ 介護補償給付

介護補償給付請求書

(様式第16号の２の２)

＊事業所の所在地を管轄する都道府県労働局を原則とするが、離職されている方については住所を管轄

する都道府県労働局

離職の際には、事業場
を管轄する都道府県労
働局労働基準部の健康
課又は健康安全課(離
職後は住所を管轄する
都道府県労働局）

じん肺管理区分の決定
通知を発出した都道府
県労働局労働基準部の
健康課又は健康安全課

随

時
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＊
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資料２

＜じん肺健康診断について＞

じん肺健康診断の内容は、次のようになっています。

① 粉じん作業の職歴の調査

② 胸部エックス線直接撮影

③ 胸部臨床検査

④ 肺機能検査

⑤ 結核精密検査その他合併症に関する検査

①の粉じん作業歴の調査は、じん肺を診断するために最も基礎となる事項ですから、過去の職歴について、

できるだけ詳しく記載しなければなりません。

②の胸部エックス線直接撮影の検査は全員に行い、エックス線写真の像を次のように分類します。

型 エックス線写真の像

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が少数
第１型

あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が多数
第２型

あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

両肺野にじん肺による粒状影または不整形陰影が極め
第３型

て多数あり、かつ、大陰影がないと認められるもの

第４型 大陰影があると認められるもの

これらの数字は、大きい方がじん肺の病変が進んでいることを表しています。

この検査の結果、じん肺の所見が認められた場合（エックス線写真の像が第１型以上の場合）には③、④

の検査を行います。

③の胸部臨床検査は、問診で過去にかかったことのある病気や、自覚症状などをお聞きして、その後に診

察を行います （エックス線写真の像がＰＲ （Ｃ）及び合併症のある者を除く｡）。 ４

④の肺機能検査は次のような方法で行います。

イ スパイロメトリー検査：肺活量を調べる－出来るだけ空気を吸い込んだ状態からゆっくり出来るだけ

たくさん空気を吐き出した場合どれ位空気を吐けるかを調べる検査です。この検査の結果得られた肺活

量を同年齢の肺活量基準値と比較してパーセント肺活量を計算します。

次に、出来るだけ空気を吸い込んだところから空気をできるだけ早く吐き出す検査を行います。この

検査により、気管・気管支の閉塞の有無がわかります。このとき 「最初の１秒間に吐き出した空気」、

の「吐きだした空気全体」に対する割合を１秒率と呼んでいます。先に述べたように、気道系に病気が

あったり、気管支が細くなっているときは、１秒率が小さい値をとります。



－31－

ロ フローボリューム曲線検査：努力肺活量の１秒量などを調べます。

ハ 血液ガスの分析－自覚症状が呼吸困難度３度以上ある人と、じん肺のエックス線写真の像が第３型

［ＰＲ３］と第４型の一部［ＰＲ４（Ａ、Ｂ)]の人等は、腕（又は大腿）の動脈から血液を採取し、動

脈血中の酸素分圧と二酸化炭素分圧を測定します。この検査で動脈血中に酸素や、二酸化炭素がどれく

らい溶け込んでいるかがわかります。そして、この結果から求められた数値を診察した医師が総合的に

判断して 「じん肺による著しい肺機能障害」の有無を決定します。動脈血の採血にあたっては楽な姿、

勢で安定した状態に保つことが必要です。

これらの肺機能検査の結果、肺機能障害の有無、程度を判断し、次のように区分します。

Ｆ（－） じん肺による肺機能障害が認められないもの。

Ｆ（＋） じん肺による肺機能障害があるが、Ｆ（－）には達しないものと認められるもの。＝

Ｆ（－） じん肺による著しい肺機能障害があると認められるもの。＝

⑤の結核精密検査その他合併症に関する検査は、②の胸部臨床検査の結果、結核その他の合併症にかかっ

ている疑いのある場合に、必要な検査が行われます。
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資料３

＜じん肺健康診断の結果とじん肺管理区分の関係＞

じん肺健康診断の結果とじん肺管理区分の関係は次のようになっています。

じん肺管理区分 じ ん 肺 健 康 診 断 の 結 果

管 理 １ じん肺の所見がないと認められるもの

エックス線写真の像が第１型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認め
管 理 ２

られるもの

エックス線写真の像が第２型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認め
イ

られるもの

管 理 ３
エックス線写真の像が第３型又は第４型（大陰影の大きさが一側の肺野の、３

ロ 分の１以下のものに限る｡） で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認めら

れるもの

１ エックス線写真の像が第４型（大陰影の大きさが一側の肺野の３分の１を超え

るものに限る｡）と認められるもの

管 理 ４ ２ エックス線写真の像が第１型、第２型、第３型又は第４型（大陰影の大きさが

一側の肺野の３分の１以下のものに限る｡） で、じん肺による著しい肺機能の障

害があると認められるもの

なお、健康診断を実施した医師の診断と、地方じん肺診査医の審査に基づいた都道府県労働局長の管理区

分決定結果とは異なることもあります。

じん肺管理区分結果通知書には、備考欄に次の事項が記載されていますのでご自分のじん肺の状態がわか

ります。

ＰＲ じん肺の所見がない。０

ＰＲ エックス線写真の像が第１型である。１

ＰＲ エックス線写真の像が第２型である。２

ＰＲ エックス線写真の像が第３型である。３

ＰＲ （Ａ、Ｂ） エックス線写真の像が第４型（じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野４

の３分の１以下のもの）である。

ＰＲ （Ｃ） エックス線写真の像が第４型（じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野４

の３分の１を超えるもの）である。

Ｆ（－） じん肺による肺機能障害がない。

Ｆ（＋） じん肺による肺機能障害がある。

Ｆ（－） じん肺による著しい肺機能障害がある。＝
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資料４

＜じん肺の合併症＞

じん肺になると、肺の働きが低下するだけでなく、じん肺の進行に伴いさまざまな疾病を合併することが

あります。じん肺と特に関係の深い合併症として、法令で認められているのは次の６つの疾病です。

イ 肺結核

肺結核は、結核菌が肺に入りこんでおこる病気ですが、じん肺の所見を有しない人と較べると、じん

肺の所見を有している人の方が肺結核にかかりやすいといわれています。また、じん肺が進行した人で

は、治療効果が出にくいともいわれています。

ロ 結核性胸膜炎

結核性胸膜炎は、肺を包んでいる胸膜が結核菌におかされて、炎症を起こす病気です。

ハ 続発性気管支炎

続発性気管支炎は、じん肺による気管支の慢性炎症性変化に加えて、細菌の感染により、１年のうち

３か月以上毎日のようにせきをし、膿性のたんがでる場合をいいます。

ニ 続発性気管支拡張症

続発性気管支拡張症は、気管支が拡張した状態に感染が重なったために、多量のせき、膿性のたんが

出たり、場合によっては血たんが見られる病気です。

ホ 続発性気胸

続発性気胸は、肺の組織が破れて空気が胸腔（肺の外で、肋骨や横隔膜による胸壁の内側）の中へも

れ肺が縮んだ状態をいいます。突然の胸の痛みや呼吸困難になって気がつきます。じん肺の所見を有す

る人は気胸になる頻度が高いといわれています。

ヘ 原発性肺がん

原発性肺がんとは、肺、気管、気管支の上皮細胞から発生する悪性腫瘍のことです。原発性肺がんの

症状は、咳や痰などですが、初期には、多くの場合症状がなく、胸部レントゲン写真やＣＴ写真で、初

めて発見される場合があります。

＊上皮細胞；肺、気管、気管支の表面を覆っている細胞

このほかじん肺法による合併症以外に石綿肺における中皮腫は業務上疾病として認められています。
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資料５

住所電話番号一覧

都道府県労働局労働基準部

(健康課又は健康安全課)

労 働 基 準 監 督 署



－35－

（健康課または健康安全課)都道府県労働局労働基準部
労 働 基 準 監 督 署 所 在 地

平成２４年１２月１日現在

局 署 名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

北海道 060-8566 札幌市北区北８条西２丁目１番１号 札幌第１合同庁舎 011-709-2311(代)

札幌中央 060-8587 札幌市北区北８条西２丁目１番１号 札幌第１合同庁舎 011-737-1190

札幌東 004-8518 札幌市厚別区厚別中央２条１－２－５ 011-894-1120

函 館 040-0032 函館市新川町25－18 函館地方合同庁舎 0138-23-1276

小 樽 047-0007 小樽市港町５－２ 小樽地方合同庁舎 0134-33-7651

岩見沢 068-0005 岩見沢市5条東15－７－７ 岩見沢地方合同庁舎 0126-22-4490

旭 川 078-8505 旭川市宮前通東4155番31 旭川合同庁舎西館６階 0166-35-5901

帯 広 080-0016 帯広市西６条南７丁目３ 帯広地方合同庁舎 0155-22-8100

滝 川 073-8502 滝川市緑町２－５－30 0125-24-7361

北 見 090-8540 北見市青葉町６－８ 北見地方合同庁舎 0157-23-7406

室 蘭 051-0023 室蘭市入江町１－13 室蘭地方合同庁舎 0143-23-6131

苫小牧 053-8540 苫小牧市港町１－６－15 苫小牧港湾合同庁舎 0144-33-7396

釧 路 085-8510 釧路市柏木町２－12 0154-42-9711

名 寄 096-0014 名寄市西４条南９丁目16 01654-2-3186

留 萌 077-0048 留萌市大町２ 留萌地方合同庁舎 0164-42-0463

稚 内 097-0001 稚内市末広３－３－１ 0162-23-3833

浦 河 057-0034 浦河郡浦河町堺町西１－３－31 0146-22-2113

倶知安支署 044-0011 虻田郡倶知安町南１条東３丁目１番地 倶知安地方合同庁舎４階 0136-22-0206

青 森 030-8558 青森市新町２－４－25 青森合同庁舎 017-734-4113

青 森 030-0861 青森市長島１－３－５ 青森第２合同庁舎８階 017-734-4444

弘 前 036-8172 弘前市大字南富田町５－１ 0172-33-6411

八 戸 039-1166 八戸市根城９－13－９ 八戸合同庁舎１階 0178-46-3311

五所川原 037-0004 五所川原市大字唐笠柳字藤巻507－５ 五所川原合同庁舎３階 0173-35-2309

十和田 034-0082 十和田市西二番町14－12 十和田奥入瀬合同庁舎３階 0176-23-2780

む つ 035-0072 むつ市金谷２－６－１５ 下北合同庁舎４階 0175-22-3136

岩 手 020-0023 盛岡市内丸７番25号 盛岡合同庁舎１号館 019-604-3007

盛 岡 020-0045 盛岡市盛岡駅西通１－９－１５ 盛岡第２合同庁舎６F 019-621-5115

宮 古 027-0073 宮古市緑ヶ丘５－29 0193-62-6455

釜 石 026-0012 釜石市魚河岸１－２ 釜石港湾合同庁舎 0193-22-3831

花 巻 025-0091 花巻市西大通り１－６－24 0198-23-5231

一 関 021-0864 一関市旭町５－11 0191-23-4125

大船渡 022-0002 大船渡市大船渡町字台13－14 0192-26-5231

二 戸 028-6103 二戸市石切所字荷渡６－１ 二戸合同庁舎 0195-23-4131

宮 城 983-8585 仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎 022-299-8839

仙 台 983-0861 仙台市宮城野区鉄砲町１番地 仙台第４合同庁舎 022-299-9071

石 巻 986-0832 石巻市泉町４－１－18 石巻合同庁舎 0225-22-3365

古 川 989-6161 大崎市古川駅南２－９－47 0229-22-2112

大河原 989-1246 柴田郡大河原町字新東24－25 0224-53-2154

瀬 峰 989-4521 栗原市瀬峰下田50－８ 0228-38-3131

秋 田 010-0951 秋田市山王７丁目１番３号 秋田合同庁舎 018-862-6683

秋 田 010-0951 秋田市山王７－１－４ 秋田第２合同庁舎 018-865-3671

能 代 016-0895 能代市末広町４－20 能代地方合同庁舎 0185-52-6151

大 館 017-0897 大館市三の丸６－２ 0186-42-4033

横 手 013-0033 横手市旭川１－２－23 0182-32-3111

大 曲 014-0063 大仙市大曲日の出町１－20－12 0187-63-5151

本 荘 015-0885 由利本荘市水林428 0184-22-4124

山 形 990-8567 山形市香澄町３丁目２番１号 山交ビル３階 023-624-8223

山 形 990-0041 山形市緑町１－５－48 山形地方合同庁舎 023-624-6211

米 沢 992-0012 米沢市金池３－１－39 米沢地方合同庁舎 0238-23-7120

庄 内 997-0047 鶴岡市大塚町17－27 鶴岡合同庁舎 0235-22-0714

新 庄 996-0011 新庄市東谷地田町６－４ 新庄合同庁舎 0233-22-0227

村 山 995-0024 村山市楯岡笛田４－１－58 0237-55-2815

福 島 960-8021 福島市霞町１－46 福島合同庁舎５Ｆ 024-536-4603

福 島 960-8021 福島市霞町１－46 福島合同庁舎１Ｆ 024-536-4610



－36－

局 署 名 郵便番号 所 在 地 電 話 番 号

郡 山 963-8025 郡山市桑野２－１－18 024-922-1370

いわき 970-8026 いわき市平字堂根町４－11 いわき地方合同庁舎４Ｆ 0246-23-2255

会 津 965-0803 会津若松市城前２－10 0242-26-6494

白 河 961-0074 白河市郭内１－124 0248-24-1391

須賀川 962-0834 須賀川市旭町204－１ 0248-75-3519

喜多方支署 966-0896 喜多方市諏訪91 0241-22-4211

相 馬 976-0042 相馬市中村字桜ヶ丘68 0244-36-4175

富 岡(仮庁舎) 970-8026 いわき市平字田町１２０ ラトブ８階 0246-35-0050

茨 城 310-8511 水戸市宮町１丁目８－31 茨城労働総合庁舎 029-224-6215

水 戸 310-0015 水戸市宮町１丁目８－31 茨城労働総合庁舎 029-226-2237

日 立 317-0073 日立市幸町２－９－４ 0294-22-5187

土 浦 300-0043 土浦市中央２－14－11 029-821-5127

筑 西 308-0825 筑西市下中山581－２ 0296-22-4564

古 河 306-0011 古河市東３－７－32 0280-32-3232

常 総 303-0022 常総市水海道淵頭町3114－４ 0297-22-0264

龍ヶ崎 301-0005 龍ヶ崎市川原代町４－6336－１ 0297-62-3331

鹿 嶋 314-0031 鹿嶋市宮中1995－１ 鹿嶋労働総合庁舎 0299-83-8461

栃 木 320-0845 宇都宮市明保野町１－４ 宇都宮第２地方合同庁舎 028-634-9117

宇都宮 320-0845 宇都宮市明保野町１－４ 宇都宮第２地方合同庁舎別館 028-633-4251

足 利 326-0807 足利市大正町864 0284-41-1188

栃 木 328-0042 栃木市沼和田町20－24 0282-24-7766

鹿 沼 322-0063 鹿沼市戸張町2365－５ 0289-64-3215

大田原 324-0041 大田原市本町２－2828－19 0287-22-2279

日 光 321-1261 日光市今市305－１ 0288-22-0273

真 岡 321-4305 真岡市荒町5195 0285-82-4443

群 馬 371-8567 前橋市大渡町１－10－７ 群馬県公社総合ビル８Ｆ 027-210-5004

高 崎 370-0045 高崎市東町134－12 高崎地方合同庁舎 027-322-4661

前 橋 371-0026 前橋市大手町１－１－３ 027-232-3600

伊勢崎 372-0024 伊勢崎市下植木町517 0270-25-3363

桐 生 376-0045 桐生市末広町13－５ 桐生地方合同庁舎 0277-44-3523

太 田 373-0817 太田市飯塚町104－１ 0276-45-9920

沼 田 378-0031 沼田市薄根町4468－４ 0278-23-0323

藤 岡 375-0014 藤岡市下栗須124－10 0274-22-1418

中之条 377-0424 吾妻郡中之条町大字中之条664－１ 0279-75-3034

埼 玉 330-6016 048-600-6206さいたま市中央区新都心11－２ 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー15Ｆ

さいたま 330-6014 048-600-4803さいたま市中央区新都心11－２ 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー14Ｆ

川 口 332-0015 川口市川口２－10－２ 048-252-3774

熊 谷 360-0856 熊谷市別府５－95 048-533-3611

川 越 350-1118 川越市豊田本277－３ 川越地方合同庁舎 049-242-0933

春日部 344-8506 春日部市南３－10－13 048-735-5471

所 沢 359-0042 所沢市並木６－１－３ 所沢地方合同庁舎 04-2995-2577

行 田 361-8504 行田市桜町２－６－14 048-556-4195

秩 父 368-8609 秩父市上宮地町23－24 0494-22-3725

千 葉 260-8612 千葉市中央区中央４－11－１ 千葉第２地方合同庁舎 043-221-4312

千 葉 260-8506 千葉市中央区中央４－11－１ 千葉第２地方合同庁舎３階 043-308-0670

船 橋 273-0022 船橋市海神町２－３－13 047-431-0181

柏 277-0005 柏市柏255－31 04-7163-0245

銚 子 288-0802 銚子市松本町１－９－５ 0479-22-8100

木更津 292-0831 木更津市富士見２－４－14 木更津地方合同庁舎 0438-22-6165

茂 原 297-0018 茂原市萩原町３－20－３ 0475-22-4551

成 田 286-0134 成田市東和田字高崎553－４ 0476-22-5666

東 金 283-0005 東金市田間65 0475-52-4358

東 京 102-8305 千代田区九段南１－２－１ 九段第３合同庁舎13階 03-3512-1603

中 央 112-8573 文京区後楽１－９－20 飯田橋合同庁舎６・７階 03-5803-7382

上 野 110-0008 台東区池之端１-２-22 上野合同庁舎７階 03-3828-6711

三 田 108-0014 港区芝５-35-１ 産業安全会館３階 03-3452-5474

品 川 141-0021 品川区上大崎３－13－26（２階～４階） 03-3443-5743

大 田 144-8606 大田区蒲田５－40－３ 月村ビル８・９階 03-3732-0175
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渋 谷 150-0041 渋谷区神南１-３-５ 渋谷神南合同庁舎５・６階 03-3780-6535

新 宿 160-0023 新宿区西新宿７－５－25 西新宿木村屋ビル４階 03-3361-3974

池 袋 171-8502 豊島区池袋４－30－20 豊島地方合同庁舎１階 03-3971-1258

王 子 115-0045 北区赤羽２－８－５ 03-3902-6003

足 立 120-0026 足立区千住旭町４－21 足立地方合同庁舎４階 03-3882-1187

向 島 131-0032 墨田区東向島４－33－13 03-3614-4143

亀 戸 136-8513 江東区亀戸２－19－１ カメリアプラザ８階 03-3685-5121

江戸川 134-0091 江戸川区船堀２－４－11 03-3675-2125

八王子 192-0046 八王子市明神町３－８－10 042-642-5296

立 川 190-8516 立川市錦町４－１－18 立川合同庁舎２階 042-523-4473

青 梅 198-0042 青梅市東青梅２－６－２ 0428-22-0285

三 鷹 181-8518 武蔵野市御殿山１－１－３ クリスタルパークビル３階 0422-48-1161

町田支署 194-0022 町田市森野２－２８－14 町田地方合同庁舎２階 042-724-6881

神奈川 231-8434 横浜市中区北仲通５－57 横浜第２合同庁舎 045-211-7353

横浜南 231-0003 横浜市中区北仲通５－57 横浜第２合同庁舎９階 045-211-7375

鶴 見 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央２－６－18 045-501-4968

川崎南 210-0012 川崎市川崎区宮前町８－２ 044-244-1271

川崎北 213-0001 川崎市高津区溝口１－21－９ 044-820-3181

横須賀 237-0072 横須賀市長浦町１－1609 046-823-0858

横浜北 222-0033 横浜市港北区新横浜３－24－６ 横浜港北地方合同庁舎３階 045-474-1252

平 塚 254-0047 平塚市追分１－１ 0463-32-4600

藤 沢 251-0054 藤沢市朝日町５－12 藤沢労働総合庁舎３階 0466-23-6753

小田原 250-0004 小田原市浜町１－７－11 0465-22-7151

厚 木 243-0014 厚木市旭町２－２－１ 046-228-1331

相模原 252-0236 相模原市中央区富士見６－10－10 相模原地方合同庁舎４階 042-752-2051

横浜西 247-8555 横浜市栄区笠間１－２－４ 045-892-3141

新 潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1－2－1 新潟美咲合同庁舎２号館 025-288-3505

新 潟 950-8625 新潟市中央区美咲町1－2－1 新潟美咲合同庁舎２号館 025-288-3571

長 岡 940-0082 長岡市千歳1－3－88 0258-33-8711

上 越 943-0803 上越市春日野１－５－22 上越地方合同庁舎 025-524-2111

三 条 955-0055 三条市塚野目２－５－11 0256-32-1150

新発田 957-8506 新発田市日渡96 新発田地方合同庁舎 0254-27-6680

新 津 956-0864 新潟市秋葉区新津本町４－18－８ 新津労働総合庁舎 0250-22-4161

小 出 946-0004 魚沼市大塚新田87－３ 025-792-0241

十日町 948-0073 十日町市宇都宮９ 025-752-2079

佐 渡 952-0016 佐渡市原黒333－38 0259-23-4500

富 山 930-8509 富山市神通本町１－５－５ 富山労働総合庁舎 076-432-2731

富 山 930-0008 富山市神通本町１－５－５ 富山労働総合庁舎 076-432-9537

高 岡 933-0062 高岡市江尻字村中1193 0766-23-6446

魚 津 937-0801 魚津市新金屋１－12－31 魚津合同庁舎 0765-22-0579

砺 波 939-1367 砺波市広上町５－３ 0763-32-3323

石 川 920-0024 金沢市西念３丁目４番１号 金沢駅西合同庁舎 076-265-4424

金 沢 921-8013 金沢市新神田４－３－10 金沢新神田合同庁舎３階 076-292-7933

小 松 923-0868 小松市日の出町１－120 小松日の出合同庁舎７階 0761-22-4231

七 尾 926-0852 七尾市小島町西部２ 七尾地方合同庁舎２階 0767-52-3294

穴 水 927-0027 鳳珠郡穴水町川島キ84 穴水地方合同庁舎２階 0768-52-1140

福 井 910-8559 福井市春山１丁目１番54号 福井春山合同庁舎 0766-22-2657

福 井 910-0842 福井市開発１－121－５ 0776-54-7722

敦 賀 914-0055 敦賀市鉄輪町１－７－３ 敦賀駅前合同庁舎２階 0770-22-0745

武 生 915-0814 越前市中央１－６－４ 0778-23-1440

大 野 912-0052 大野市弥生町１－31 0779-66-3838

山 梨 400-8577 甲府市丸の内１－１－11 055-225-2855

甲 府 400-8579 甲府市下飯田２－５－51 055-224-5611

都 留 402-0005 都留市四日市場23－２ 0554-43-2195

鰍 沢 400-0601 南巨摩郡鰍沢町鰍沢655－50 0556-22-3181

長 野 380-8572 長野市中御所１丁目22－１ 026-223-0554

長 野 380-8573 長野市中御所１丁目22－１ 026-223-6310

松 本 390-0852 松本市大字島立1696 0263-48-5693
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岡 谷 394-0004 岡谷市神明町３－14－８ 0266-22-3454

上 田 386-0025 上田市天神２－４－70 上田労働総合庁舎 0268-22-0338

飯 田 395-0051 飯田市高羽町６－１－５ 飯田高羽合同庁舎３Ｆ 0265-22-2635

中 野 383-0022 中野市中央１－２－21 0269-22-2105

小 諸 384-0017 小諸市三和１－６－22 0267-22-1760

伊 那 396-0015 伊那市中央5033－２ 0265-72-6181

大 町 398-0002 大町市大字大町4166－１ 0261-22-2001

岐 阜 500-8723 岐阜市金竜町５丁目13番地 岐阜合同庁舎３階 058-245-8103

岐 阜 500-8157 岐阜市五坪１－９－１ 岐阜労働総合庁舎 058-247-1101

大 垣 503-0893 大垣市藤江町１－１－１ 0584-78-5184

高 山 506-0009 高山市花岡町３－６－６ 0577-32-1180

多治見 507-0037 多治見市音羽町５－39－１ 多治見労働総合庁舎 0572-22-6381

関 501-3803 関市西本郷通３－１－15 0575-22-3251

恵 那 509-7203 恵那市長島町正家１－３－12 恵那合同庁舎２階 0573-26-2175

岐阜八幡 501-4235 郡上市八幡町有坂1209－２ 郡上八幡地方合同庁舎３階 0575-65-2101

静 岡 420-8639 静岡市葵区追手町９番50号 静岡地方合同庁舎 ３階 054-254-6314

浜 松 430-8639 浜松市中区中央１－12－４ 浜松合同庁舎８階 053-456-8147

静 岡 420-0837 静岡市葵区日出町10－７ 田中産商ビル 054-252-8165

沼 津 410-0831 沼津市市場町９－１ 沼津合同庁舎４階 055-933-5830

三 島 411-0033 三島市文教町１－３－112 三島労働総合庁舎３階 055-986-9100

富 士 417-0041 富士市御幸町13－28 0545-51-2255

磐 田 438-8585 磐田市見付3599－６ 磐田地方合同庁舎４階 0538-32-2205

島 田 427-8508 島田市本通１丁目4677－４ 島田労働総合庁舎３階 0547-37-3148

愛 知 460-8507 名古屋市中区三の丸２－５－１ 名古屋合同庁舎第２号館 052-972-0256

名古屋北 461-8575 名古屋市東区白壁１－15－１ 名古屋合同庁舎第３号館８階 052-961-8652

名古屋南 455-8525 名古屋市港区港明１－10－４ 052-651-9206

名古屋東 468-8551 名古屋市天白区中平５－2101 052-800-0791

名古屋西 453-0813 名古屋市中村区二ッ橋町３－37 052-481-9532

豊 橋 440-8506 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎６階 0532-54-1191

岡 崎 444-0813 岡崎市羽根町字北乾地50－１ 岡崎合同庁舎５階 0564-52-3161

一 宮 491-0903 一宮市八幡４－８－７ 一宮労働総合庁舎 0586-45-0206

半 田 475-8560 半田市宮路町200－４ 半田地方合同庁舎２階 0569-21-1030

刈 谷 448-0858 刈谷市若松町１－46－１ 刈谷合同庁舎３階 0566-21-4885

豊 田 471-0867 豊田市常盤町３－25－２ 0565-35-2323

瀬 戸 489-0881 瀬戸市熊野町100 0561-82-2103

津 島 496-0042 津島市寺前町３－87－４ 0567-26-4155

江 南 483-8162 江南市尾崎町河原101 0587-54-2443

西尾支署 445-0072 西尾市徳次町下十五夜13 0563-57-7161

三 重 514-8524 津市島崎町327番２ 津第二地方合同庁舎 059-226-2107

四日市 510-0064 四日市市新正２－５－23 059-351-1661

松 阪 515-0011 松阪市高町493－６ 松阪合同庁舎３階 0598-51-0015

津 514-0002 津市島崎町327番２ 津第二地方合同庁舎１階 059-227-1281

伊 勢 516-0008 伊勢市船江１－12－16 0596-28-2164

伊 賀 518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1507－３ 伊賀上野地方合同庁舎 0595-21-0802

熊 野 519-4324 熊野市井戸町672－３ 0597-85-2277

滋 賀 520-0057 大津市御幸町６－６ 077-522-6650

大 津 520-0802 大津市馬場３－14－17 077-522-6641

彦 根 522-0054 彦根市西今町58－３ 彦根地方合同庁舎 0749-22-0654

東近江 527-8554 東近江市八日市緑町８－14 0748-22-0394

京 都 604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451 075-241-3216

京都上 604-8467 京都市中京区西ノ京大炊御門町19－19 075-462-5111

京都下 600-8007 075-254-3195京都市下京区四条通東洞院東入立売西町60番地 日本生命四条ビル５階

京都南 612-8106 京都市伏見区奉行前町６番地 075-601-8321

福知山 620-0035 福知山市字内記10－29 福知山地方合同庁舎４階 0773-22-2181

舞 鶴 624-0913 舞鶴市字上安久240－3 0773-75-0680

丹 後 627-0012 京丹後市峰山町杉谷147番地14 0772-62-1214

園 部 622-0003 南丹市園部町新町118－13 0771-62-0567

大 阪 540-8527 大阪市中央区大手前４丁目１番67号 大阪合同庁舎第２号館９Ｆ 06-6949-6500
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大阪中央 540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央１－15－10 06-6941-0451

大阪南 557-8502 大阪市西成区玉出中２－13－27 06-6653-5050

天 満 530-6007 大阪市北区天満橋１丁目８番３０号 ＯＡＰタワー ７階 06-6358-0261

大阪西 550-0014 大阪市西区北堀江１－２－１９ アステリオ北堀江ビル９階 06-6531-0801

西野田 554-0012 大阪市此花区西九条５－３－63 06-6462-8101

淀 川 532-8507 大阪市淀川区西三国４－１－12 06-6350-3991

東大阪 578-0944 東大阪市若江西新町１－６－５ 06-6723-3006

岸和田 596-0073 岸和田市岸城町23－16 072-431-3939

堺 590-0955 堺市堺区宿院町東３－２－23 072-238-6361

羽曳野 583-0857 羽曳野市誉田３－15－17 072-956-7161

北大阪 573-8512 枚方市東田宮１－６－８ 072-845-1141

泉大津 595-0024 泉大津市池浦町１－５－４ 0725-32-3888

茨 木 567-8530 茨木市上中条２－５－７ 072-622-6871

兵 庫 650-0044 神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 神戸クリスタルタワー16Ｆ 078-367-9153

神戸東 650-0024 神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎 078-332-5353

神戸西 652-0802 神戸市兵庫区水木通10－１－５ 078-576-1831

尼 崎 660-0892 尼崎市東難波町４－18－36 尼崎地方合同庁舎 06-6481-1541

姫 路 670-0947 姫路市北条１－83 079-224-1481

伊 丹 664-0881 伊丹市昆陽１－１－６ 伊丹労働総合庁舎 072-772-6224

西 宮 662-0942 西宮市浜町７－35 西宮地方合同庁舎 0798-26-3733

加古川 675-0017 加古川市野口町良野1737 079-422-5001

西 脇 677-0015 西脇市西脇885－30 西脇地方合同庁舎 0795-22-3366

但 馬 668-0031 豊岡市大手町９－15 0796-22-5145

相 生 678-0031 相生市旭１－３－18 相生地方合同庁舎 0791-22-1020

淡 路 656-0014 洲本市桑間280－２ 0799-22-2591

奈 良 630-8570 奈良市法蓮町387 奈良第３地方合同庁舎 0742-32-0205

奈 良 630-8301 奈良市高畑町552 奈良第２地方合同庁舎 0742-23-0435

葛 城 635-0095 大和高田市大中393 0745-52-5891

桜 井 633-0062 桜井市粟殿1012 0744-42-6901

大 淀 638-0821 吉野郡大淀町下渕364－１ 0747-52-0261

和歌山 640-8581 和歌山市黒田２－３－３ 和歌山労働総合庁舎 073-488-1151

和歌山 640-8582 和歌山市黒田２－３－３ 和歌山労働総合庁舎 073-488-1202

御 坊 644-0011 御坊市湯川町財部1132 0738-22-3571

橋 本 648-0072 橋本市東家６－９－２ 0736-32-1190

田 辺 646-8511 田辺市明洋２－24－１ 0739-22-4694

新 宮 647-0033 新宮市清水元１－２－９ 0735-22-5295

鳥 取 680-8522 鳥取市富安２丁目89－９ 0857-29-1704

鳥 取 680-0845 鳥取市富安２－89－４ 鳥取第１地方合同庁舎４階 0857-24-3211

米 子 683-0067 米子市東町124－16 米子地方合同庁舎 0859-34-2231

倉 吉 682-0816 倉吉市駄経寺町２－15 倉吉地方合同庁舎 0858-22-6274

島 根 690-0841 松江市向島町134－10 松江地方合同庁舎５Ｆ 0852-31-1157

松 江 690-0841 松江市向島町134－10 松江地方合同庁舎２Ｆ 0852-31-1166

出 雲 693-0028 出雲市塩冶善行町13－３ 出雲地方合同庁舎４Ｆ 0853-21-1240

浜 田 697-0026 浜田市田町116－９ 0855-22-1840

益 田 698-0027 益田市あけぼの東町４－６ 益田地方合同庁舎３Ｆ 0856-22-2351

岡 山 700-8611 岡山市北区下石井１－４－１ 岡山第２合同庁舎 086-225-2013

岡 山 700-0913 岡山市北区大供２－1１－20 086-225-0591

倉 敷 710-0047 倉敷市大島407－１ 086-422-8177

津 山 708-0022 津山市山下９－６ 津山労働総合庁舎 0868-22-7157

笠 岡 714-0081 笠岡市四番町5891 0865-62-4196

和 気 709-0442 和気郡和気町福富313 0869-93-1358

新 見 718-0011 新見市新見811－１ 0867-72-1136

広 島 730-8538 広島市中区上八丁堀６－30 広島合同庁舎第２号館 ５Ｆ 082-221-9243

広島中央 730-8538 広島市中区上八丁堀６－30 広島合同庁舎第２号館 １Ｆ 082-221-2459

呉 737-0028 呉市幸町６－13 0823-22-0005

福 山 720-8503 福山市旭町１－７ 084-923-0005

三 原 723-0016 三原市宮沖２－13－20 0848-63-3939

尾 道 722-0002 尾道市古浜町27－13 尾道地方合同庁舎 0848-22-4158
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三 次 728-0013 三次市十日市東１－９－９ 0824-62-2104

広島北 731-0223 広島市安佐北区可部南３－３－28 082-812-2115

廿日市 738-0024 廿日市市新宮１－15－40 0829-32-1155

山 口 753-8510 山口市中河原町６番16号 山口地方合同庁舎２号館 083-995-0373

下 関 750-8522 下関市東大和町２－５－15 083-266-5476

宇 部 755-0044 宇部市新町10－33 宇部地方合同庁舎 0836-31-4500

徳 山 745-0844 周南市速玉町３－41 0834-21-1788

下 松 744-0022 下松市大字末武下字中筋潮入617－３ 0833-41-1780

岩 国 740-0027 岩国市中津町２－15－10 0827-24-1133

山 口 753-0088 山口市中河原町６－16 山口地方合同庁舎１号館 083-922-1238

萩 758-0074 萩市大字平安古町599－３ 萩地方合同庁舎 0838-22-0750

徳 島 770-0851 徳島市徳島町城内６番地６ 徳島地方合同庁舎 088-652-9164

徳 島 770-8533 徳島市万代町３－５ 徳島第２地方合同庁舎 088-622-8138

鳴 門 772-0003 鳴門市撫養町南浜字馬目木119－６ 088-686-5164

三 好 778-0002 三好市池田町マチ2429－12 0883-72-1105

阿 南 774-0011 阿南市領家町本荘ヶ内120-６ 阿南総合労働庁舎 0884-22-0890

香 川 760-0019 高松市サンポート３番33号 高松サンポート合同庁舎３階 087-811-8920

高 松 760-0019 高松市サンポート３番33号 高松サンポート合同庁舎２階 087-811-8945

丸 亀 763-0034 丸亀市大手町３－１－２ 0877-22-6244

坂 出 762-0003 坂出市久米町１－15－55 0877-46-3196

観音寺 768-0060 観音寺市観音寺町甲3167－１ 0875-25-2138

東かがわ 769-2601 東かがわ市三本松591－１ 大内地方合同庁舎 0879-25-3137

愛 媛 790-8538 松山市若草町４番地３ 松山若草合同庁舎５Ｆ 089-935-5204

松 山 791-8523 松山市六軒家町３－27 松山労働総合庁舎４Ｆ 089-917-5250

新居浜 792-0025 新居浜市一宮町１－５－３ 0897-37-0151

今 治 794-0042 今治市旭町１－３－１ 0898-32-4560

八幡浜 796-0031 八幡浜市江戸岡１－１－10 0894-22-1750

宇和島 798-0036 宇和島市天神町４－４０ 宇和島合同庁舎３階 0895-22-4655

高 知 780-8548 高知市南金田１番39号 088-885-6023

高 知 780-8526 高知市南金田１番39号 088-885-6031

須 崎 785-8511 須崎市緑町７－11 0889-42-1866

四万十 787-0012 四万十市右山五月町３－12 中村地方合同庁舎 0880-35-3148

安 芸 784-0001 安芸市矢の丸２－１－６ 安芸地方合同庁舎 0887-35-2128

福 岡 812-0013 福岡市博多区博多駅東２丁目11番１号 福岡合同庁舎新館４Ｆ 092-411-4798

福岡中央 810-8605 福岡市中央区長浜２－１－１ 092-761-5605

大牟田 836-0034 大牟田市小浜町24－13 0944-53-3987

久留米 830-0037 久留米市諏訪野町2401 0942-33-7251

飯 塚 820-0018 飯塚市芳雄町13－６ 飯塚合同庁舎 0948-22-3200

北九州西 806-0034 北九州市八幡西区岸の浦１－５－10 八幡労働総合庁舎 093-622-6550

北九州東 803-0814 北九州市小倉北区大手町13－26 小倉第２合同庁舎 093-561-0881

門司支署 800-0004 北九州市門司区北川町１－18 093-381-5361

田 川 825-0013 田川市中央町４－12 0947-42-0380

直 方 822-0017 直方市殿町９－17 0949-22-0544

行 橋 824-0005 行橋市中央１－12－35 0930-23-0454

八 女 834-0047 八女市稲富132 0943-23-2121

福岡東 813-0016 福岡市東区香椎浜１－３－26 092-661-3770

佐 賀 840-0801 佐賀市駅前中央３－３－20 佐賀第２合同庁舎 0952-32-7176

佐 賀 840-0801 佐賀市駅前中央３－３－20 佐賀第２合同庁舎３Ｆ 0952-32-7133

唐 津 847-0041 唐津市千代田町2109－122 0955-73-2179

武 雄 843-0023 武雄市武雄町昭和758 0954-22-2165

伊万里 848-0027 伊万里市立花町大尾1891－64 0955-23-4155

長 崎 850-0033 長崎市万才町７－１ 住友生命長崎ビル 095-801-0032

長 崎 852-8542 長崎市岩川町16－16 長崎合同庁舎 095-846-6353

佐世保 857-0041 佐世保市木場田町２－19 佐世保合同庁舎３Ｆ 0956-24-4161

江 迎 859-6101 佐世保市江迎町長坂123－19 0956-65-2141

島 原 855-0033 島原市新馬場町905－１ 0957-62-5145

諫 早 854-0081 諫早市栄田町47－37 0957-26-3310

対 馬 817-0016 対馬市厳原町東里341－42 厳原地方合同庁舎 0920-52-0234
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熊 本 860-8514 熊本市西区春日２－１０－１ 熊本地方合同庁舎９階 096-355-3186

熊 本 862-8688 熊本市大江３－１－53 熊本第２合同庁舎 096-362-7100

八 代 866-0852 八代市大手町２丁目３番11号 0965-32-3151

玉 名 865-0016 玉名市岩崎273 玉名合同庁舎５Ｆ 0968-73-4411

人 吉 868-0014 人吉市下薩摩瀬町1602－１ 人吉労働総合庁舎２Ｆ 0966-22-5151

天 草 863-0050 天草市丸尾町16番48号 天草労働総合庁舎２Ｆ 0969-23-2266

菊 池 861-1306 菊池市大琳寺236－４ 0968-25-3136

大 分 870-0037 大分市東春日町17番20号 大分第２ソフィアプラザビル３Ｆ 097-536-3211

大 分 870-0016 大分市新川町２-１-36 大分合同庁舎２Ｆ 097-535-1511

中 津 871-0031 中津市大字中殿550番地20 中津合同庁舎２Ｆ 0979-22-2720

佐 伯 876-0811 佐伯市鶴谷町１-３-28 佐伯労働総合庁舎３Ｆ 0972-22-3421

日 田 877-0012 日田市淡窓１-１-61 0973-22-6191

豊後大野 879-7131 豊後大野市三重町市場1225-９三重合同庁舎４Ｆ 0974-22-0153

宮 崎 880-0805 宮崎市橘通東３－１－22 宮崎合同庁舎 ５階 0985-38-8820

宮 崎 880-0813 宮崎市丸島町１－15 0985-29-6000

延 岡 882-0803 延岡市大貫町１－2885－１ 0982-34-3331

都 城 885-0072 都城市上町２街区11号 都城合同庁舎６Ｆ 0986-23-0192

日 南 887-0031 日南市戸高１丁目３番17号 0987-23-5277

鹿児島 892-0816 鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎２階 099-223-8279

鹿児島 890-0042 鹿児島市薬師１－６－３ 099-214-9175

川 内 895-0063 薩摩川内市若葉町４－24 川内地方合同庁舎 0996-22-3225

鹿 屋 893-0064 鹿屋市西原４－５－１ 鹿屋合同庁舎５階 0994-43-3385

加治木 899-5211 姶良市加治木町新富町98－６ 0995-63-2035

名 瀬 894-0036 奄美市名瀬長浜町１－１ 名瀬合同庁舎 0997-52-0574

沖 縄 900-0006 那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２地方合同庁舎(１号館)３Ｆ 098-868-4402

那 覇 900-0006 那覇市おもろまち２－１－１ 那覇第２地方合同庁舎(１号館)２Ｆ 098-868-3344

沖 縄 904-0003 沖縄市住吉１－23－１ 沖縄労働総合庁舎３Ｆ 098-982-1263

名 護 905-0011 名護市字宮里452－３ 名護地方合同庁舎１Ｆ 0980-52-2691

宮 古 906-0013 宮古島市平良字下里1016 平良地方合同庁舎１Ｆ 0980-72-2303

八重山 907-0004 石垣市登野城55－４ 石垣地方合同庁舎２Ｆ 0980-82-2344

乾 東京都小笠原村は

国土交通省
100-2101 東京都小笠原村父島字東町152 04998-2-2245

小笠原総合事務所

が管轄する。
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様式第３号 (第13条、第20条、第22条関係）　　　　
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様式第７号（第５３条関係） 

健 康 管 理 手 帳 交 付 申 請 書 

 

手帳の種類 
ベンジジン等、じん肺、クロム酸等、砒

ひ

素、コールタール、 

ビス（クロロメチル）エーテル、ベリリウム、ベンゾトリクロリド、 

塩化ビニル、石綿 

（ふりがな） 

氏   名 

 

性 別 男 ・ 女  

 

生 年 月 日 （明治・大正・昭和・平成）     年    月    日生 

住 所 

 郵便番号        

 

都道 

府県 

          電話   （     ）     

本 籍 地 
      都道 

      府県 

 

労働安全衛生法第６７条の規定により、健康管理手帳を交付されたく、関係書類を      

添えて申請します。 

 

 

年   月   日 

 

 

申請者               ㊞ 

 

  

労働局長 殿 
                        

備考 

1  労働安全衛生規則第 53 条第 3 項の書類を添付すること。 

2  氏名を掲載し、押印をすることに代えて、署名することができる。 
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